
５．ダウンサイジング

管路の更新は、浄水場再整備に関連する管路及び重要給水施設管路を優
先的に整備する。
その他の管路については、管路区分（導水管、送水管、水系幹線、配水本管、
配水支管）による路線毎に老朽度及び重要度を評価し設定した優先順位
を基に漏水の状況等を勘案し更新時期を整理する。また、目標とする年
間管路更新延長23㎞を目安に管路区分に偏りが生じないよう調整する。

・

・

◆ 管路更新の優先順位と事業量調整

本市にでは、現在、布設する管種に耐震管を採用しており、今後も管路更新新設による耐震化を進めていく。
救急病院等の重要給水施設までの管路については、災害時においても優先的な給水を必要とすることから、早急な
耐震化を図るため、「重要給水施設配水管整備事業」を平成29年度から実施しており、今後も重要給水施設配水管整
備計画に基づき該当する路線の耐震化に取り組んでいく。

・
・

◆ 管路更新による耐震化

今後も水需要減少が予測される中、経営と施設の健全性を確保しながら安全で安心な水を安定して供給するために
は、管路の更新を進めていく上で口径の適正化（ダウンサイジング）を図る必要がある。
ただし、浄水場水系間の相互融通において重要な役割を担う水系幹線や送水管の口径設定は、平常時における水量
（一日最大給水量）と非常時における水量（平常時の一日平均給水量にバックアップ水量を加えた水量）を踏まえ口
径の検討を行い、適正口径を定める。

・

・

◆ 適正口径の検討

６．廃止路線の検討

将来の効率的な施設整備に向けて、輻輳管の統合や廃止可能管路の検討を行い、統廃合可能な管路を整理すること
で更新延長を削減し、更新事業費の縮減を図る。
輻輳管について統合の検討を行った結果、計画期間終期の令和53年度までに更新時期を迎える管路において、統合
による廃止管路の総延長は約57ｋｍとなり、削減効果額は約83億円となる見込みである。
更に、今後の浄水場水系間の相互融通やこれに伴う施設統廃合により、30路線（一部廃止を含む）が廃止可能となり、
削減効果額は約115億円となる見込みである。

・

・

・

◆ 輻輳管統合と廃止管路の検討

浄水場の再整備期間における水運用方法を考慮し、浄水場の運転停止期間に合わせた整備が必要となる基幹管路等
については、標準使用年数や延長使用年数に拘らない整備を行う。

・
◆ 浄水場の再整備に関連する管路整備

表　浄水場の再整備に関連する管路整備

図　管路更新事業の位置付けのイメージ
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資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑦管路整備計画】

７．更新優先度の検討

表　重要度と老朽度による更新優先度の設定

表　事業計画

基幹管路等の重要な管路は、漏水が発生すると給水に大きな影響を及ぼすため、更新を優先して進めていく必要が
あるが、実施可能な事業量には限界があるため、計画的な更新を進める必要がある。
「管路整備計画」では、導水管、送水管、水系幹線、配水本管及び配水支管（φ200mm以上）の5区分を対象に路線化
を行い、老朽度及び重要度から区分ごとに更新優先度を設定する。
更新優先度は、５区分の全ての路線を対象に評価しているが、浄水場再整備に関連して優先的に更新する必要があ
る路線と「重要給水配水管整備計画」に基づき更新する路線（重要給水施設管路）は、各計画に基づき優先的に更新
する。

・

・

・

◆ 路線単位での更新優先度の検討

各路線の更新優先度は、老朽度・重要度の２項目で評価する。
更新優先度は、老朽度と重要度が高い路線を更新優先度が高いものと設定し、優先度を設定する。なお、老朽度評
価が最も低い路線（布設・更新が比較的新しいもの）については、基本的に耐震化されているため、重要度にかかわ
らず更新優先度は最も低くしている。

・
・

◆ 路線単位の老朽度評価と重要度評価

老朽度評価は、各管路の経過年数と標準使用年数（配水
支管路線にあっては、標準使用年数×1.2）から老朽度を
数値化する。次に、路線を構成する各管路の延長割合の
重みづけ係数を乗じて合計することで、路線単位の数値
を算出する。
算出した路線単位の数値に基づき、5段階で評価を区分
する。

・

・

◆ 老朽度評価の方法

重要度評価は、管網解析における水理検討結果を用いて、
各路線を流下する給水量によって数値化を行う。
算出した路線単位の数値に基づき4段階で評価を区分す
る。

・

・

◆ 重要度評価の方法

８．事業計画

管路整備計画関連事業の事業概要、事業期間、概算事業費を下表に示す。・
◆ 事業計画

179



⑧水道施設総合整備計画【水道施設長寿命化計画（概要版）】

１．計画の目的と位置付け

高度経済成長期に急速に整備された水道施設の老朽
化が進行し、大規模な更新時期を迎えつつある中、
水道施設の状況を的確に把握し、老朽化に起因する
事故等の発生防止や施設の健全性を確保しながら施
設の延命化を図ることによる更新需要の抑制が重要
となっている。
平成30年12月に改正された水道法では、水道事業者
等は、水道施設を良好な状態に保つため、点検を含
む維持及び修繕を行うことが義務付けられ、厚生労
働省令において水道施設の維持及び修繕に関する基
準が定められている。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1
つとして策定する「水道施設長寿命化計画」は、水道
施設の老朽化等に起因する事故の予防、水道施設の
長寿命化、長期的な更新需要の抑制という観点から、
水道施設を良好な状態に保つための点検を含む維
持・修繕の実施方法について整理したものである。

・

・

・

◆ 水道施設長寿命化計画の目的

「水道施設長寿命化計画」は、水道施設再構築構想に示す具体的な取組のうち、施設の長寿命化の取組として、施設
の健全性維持の視点で点検を含む維持・修繕の実施方法を整理したものであり、アセットマネジメントにおけるミ
クロマネジメントの実践に当たるものである。

・
◆ 水道施設長寿命化計画の位置付け

本計画では、水道施設の巡視・清掃・点検等の考え方及び実施内容について示しているが、本計画に示されていない
事項については、法令及びガイドラインにある主旨を参考に、水道施設の適切な管理が実施されるよう、日本水道
協会が策定している「水道維持管理指針2016」や全国簡易水道協議会が策定している「簡易水道維持管理マニュア
ル」等の技術指針に基づき、適正に実施する。
技術指針が改訂された場合には、改訂内容に合わせて実施内容を見直すとともに、新たな技術の採用や創意工夫に
より、効果的かつ効率的に実施するものとする。

・

・

◆ 本計画の内容

水道施設の機能を維持するための管理方法は、予防保全型を基本とし、劣化や不具合の予兆が捉えられる場合には
状態監視保全、それが困難な場合には時間計画保全を適用すべきである。
予防保全型の管理は、状態監視保全や時
間計画保全による適切な修繕を行うこと
によって、事後保全型に比べ、施設の機能・
性能の保持や長寿命化の効果が大きい。
水道施設の構造や運転状況、重要度、組織
体制又は、ライフサイクルコスト等を考
慮し、適切な管理方法を選択することが
重要。
予防保全型の管理には、点検等の日常保
全管理業務と、機能を診断・評価した上で
計画的に修繕・補強等を実施する機能保
全管理業務がある。
点検・修繕を実施した場合には、その結果
を記録し、併せて今後の施設管理に活用
できる情報を記載して保存することが重
要。
点検及び修繕は、経年分析や原因分析等
を行いやすいように、電子化してデータ
の蓄積を行うことが望ましい。

・

・

・

・

・

・

◆ 点検を含む維持・修繕の考え方

図　水道施設総合整備計画の体系図

表　長寿命化計画に対応する事業

図　施設の機能と保全管理方法
出典：水道維持管理指針　2016（日本水道協会）を改編
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【水道システム全体の視点】 【個別施設の視点】

【事業量の平準化・財源確保の視点】 【施設の健全性維持の視点】

水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画

水道施設整備計画

管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント

水道施設総合整備計画

２．点検を含む維持・修繕の実施方法

表　点検方法及び実施頻度のまとめ

施設別の点検方法及び実施頻度を以下に整理する。・
◆ 施設別の点検方法及び実施頻度

３．データの蓄積

表　点検及び修繕記録の保存

日常的に維持管理情報を蓄積することで、将来的な点検・修繕の頻度及び更新時期の検討において、より効果的な
検討を実施することが可能となる。

・
◆ 日常的な維持管理情報の蓄積

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑧水道施設長寿命化計画】

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
９
章

資
料
編

180



⑧水道施設総合整備計画【水道施設長寿命化計画（概要版）】

１．計画の目的と位置付け

高度経済成長期に急速に整備された水道施設の老朽
化が進行し、大規模な更新時期を迎えつつある中、
水道施設の状況を的確に把握し、老朽化に起因する
事故等の発生防止や施設の健全性を確保しながら施
設の延命化を図ることによる更新需要の抑制が重要
となっている。
平成30年12月に改正された水道法では、水道事業者
等は、水道施設を良好な状態に保つため、点検を含
む維持及び修繕を行うことが義務付けられ、厚生労
働省令において水道施設の維持及び修繕に関する基
準が定められている。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1
つとして策定する「水道施設長寿命化計画」は、水道
施設の老朽化等に起因する事故の予防、水道施設の
長寿命化、長期的な更新需要の抑制という観点から、
水道施設を良好な状態に保つための点検を含む維
持・修繕の実施方法について整理したものである。

・

・

・

◆ 水道施設長寿命化計画の目的

「水道施設長寿命化計画」は、水道施設再構築構想に示す具体的な取組のうち、施設の長寿命化の取組として、施設
の健全性維持の視点で点検を含む維持・修繕の実施方法を整理したものであり、アセットマネジメントにおけるミ
クロマネジメントの実践に当たるものである。

・
◆ 水道施設長寿命化計画の位置付け

本計画では、水道施設の巡視・清掃・点検等の考え方及び実施内容について示しているが、本計画に示されていない
事項については、法令及びガイドラインにある主旨を参考に、水道施設の適切な管理が実施されるよう、日本水道
協会が策定している「水道維持管理指針2016」や全国簡易水道協議会が策定している「簡易水道維持管理マニュア
ル」等の技術指針に基づき、適正に実施する。
技術指針が改訂された場合には、改訂内容に合わせて実施内容を見直すとともに、新たな技術の採用や創意工夫に
より、効果的かつ効率的に実施するものとする。

・

・

◆ 本計画の内容

水道施設の機能を維持するための管理方法は、予防保全型を基本とし、劣化や不具合の予兆が捉えられる場合には
状態監視保全、それが困難な場合には時間計画保全を適用すべきである。
予防保全型の管理は、状態監視保全や時
間計画保全による適切な修繕を行うこと
によって、事後保全型に比べ、施設の機能・
性能の保持や長寿命化の効果が大きい。
水道施設の構造や運転状況、重要度、組織
体制又は、ライフサイクルコスト等を考
慮し、適切な管理方法を選択することが
重要。
予防保全型の管理には、点検等の日常保
全管理業務と、機能を診断・評価した上で
計画的に修繕・補強等を実施する機能保
全管理業務がある。
点検・修繕を実施した場合には、その結果
を記録し、併せて今後の施設管理に活用
できる情報を記載して保存することが重
要。
点検及び修繕は、経年分析や原因分析等
を行いやすいように、電子化してデータ
の蓄積を行うことが望ましい。

・

・

・

・

・

・

◆ 点検を含む維持・修繕の考え方

図　水道施設総合整備計画の体系図

表　長寿命化計画に対応する事業

図　施設の機能と保全管理方法
出典：水道維持管理指針　2016（日本水道協会）を改編

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑧水道施設長寿命化計画】

機
能
・
性
能
レ
ベ
ル

更
新

新しく求められる機能・性能

予防保全型の施設管理

事後保全型の施設管理

相対的劣化（旧式化）

絶対的劣化（老朽化）

長寿命化

自然劣化
（耐用年数） 経年

使用限界レベル

建設時の機能・性能
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【事業量の平準化・財源確保の視点】 【施設の健全性維持の視点】

水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画

水道施設整備計画

管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント

水道施設総合整備計画

２．点検を含む維持・修繕の実施方法

表　点検方法及び実施頻度のまとめ

施設別の点検方法及び実施頻度を以下に整理する。・
◆ 施設別の点検方法及び実施頻度

３．データの蓄積

表　点検及び修繕記録の保存

日常的に維持管理情報を蓄積することで、将来的な点検・修繕の頻度及び更新時期の検討において、より効果的な
検討を実施することが可能となる。

・
◆ 日常的な維持管理情報の蓄積

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑧水道施設長寿命化計画】

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
９
章

資
料
編

181



⑨水道施設総合整備計画【アセットマネジメント（概要版）】

１．はじめに

高度経済成長期等に急速に整備された水道施設の老朽化が進行し、大
規模な更新時期を迎えつつある中、健全な事業経営を持続していくた
めには、長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたっ
て効率的かつ効果的に水道施設を管理運営していくことが必要不可欠
である。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1つとして策定する
「アセットマネジメント」は、水道施設の再編や適切な維持・修繕による
長寿命化を前提とした更新計画を進めるにあたり、中長期的な視点に
立った更新需要予測と財政収支見通しを作成し、計画に沿った施設の
更新及び資金確保が可能であるか検証するものである。

・

・

◆ アセットマネジメントの目的

２．資産の現状把握（H29年度末現在）

３．更新需要の見通し

上水道の構造物及び設備の再投資額は約525億円、簡
易水道の構造物及び設備等の再投資額は約20億円であ
る。（現在価格換算）
上水道の構造物及び設備等の取得年度では、平成9年
度に平浄水場の拡張工事を実施しており、土木、電気、
機械の投資額が大きくなっている。
簡易水道の構造物及び設備等の取得年度では、平成10
年度に遠野簡易水道統合事業が完成しており、平成9
年度に投資額が大きくなっている。

・

・

・

◆ 構造物及び設備について

上水道の管路総延長は2,186km、簡易水道の管路の総
延長は69kmである。
上水道の布設年度別管路延長は、昭和40年代後半から
平成10年代後半にかけて多くの管路を布設しているこ
とが確認でき、昭和60年度に布設延長が最長となって
いる。管種は昭和40年度から平成10年度頃には硬質塩
化ビニル管とダクタイル鋳鉄管が主流であったものの、
現在ではポリエチレン管とダクタイル耐震管が主流と
なっている。
簡易水道の布設年度別管路延長をみると、平成6年度
に布設延長が最長となっていることが確認できる。平
成10年度以前は硬質塩化ビニル管とダクタイル鋳鉄管
が主流であったものの、現在ではポリエチレン管とダ
クタイル耐震管が主流となっている。
現在の管路資産額として、管路を全て更新した場合に
必要となる費用を算定した場合、上水道の更新費用の
総額は2,930億円、簡易水道の総額は67億円となる。

・

・

・

・

◆ 管路について

本検討では、50年程度先までの見通しを把握することとし、アセットマネジメントの検討期間は令和2年度(2020
年度)から令和54年度(2072年度)までとする。

・
◆ アセットマネジメントの検討期間

水道施設の更新基準として地方公営企業法上の耐用年数があるが、これは会計上の減価償却費算出のための年数で
あり、実際に使用可能な年数としての基準ではなく、法定耐用年数で更新を実施している事業体は少ない。そこで、
施設を法定耐用年数よりも長期間使用することを前提とし、これまでの使用実績等を踏まえた標準的に使用できる
年数（標準使用年数）を設定する。
さらに、長寿命化計画により適切な維持・修繕を推進すれば、施設や設備は標準使用年数よりも長い期間にわたっ
て健全な状態で運用することができると考えられる。このため、施設の重要度等に応じて延長使用年数を設定する。
構造物及び設備の延長使用年数は、標準使用年数の1.2倍と設定する。
管路の延長使用年数は、基幹管路（導水管・送水管・配水本管・重要給水施設管路）は標準使用年数とし、配水支管（φ
200mm以上）は標準使用年数の1.2倍、配水支管（φ200mm未満）は標準使用年数の1.5倍と設定する。

・

・

・
・

◆ 更新基準の設定

図　水道施設総合整備計画の体系図

図　管路の布設年度別延長（上：上水道、下：簡易水道）

図　構造物及び設備の取得年度（上：上水道、下：簡易水道）
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水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画
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管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント

水道施設総合整備計画

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
９
章

資
料
編

更新需要が周辺の年度と比較して多い年度の事業を前後に振り分け
ることにより、年度間で更新需要に大きな差が出ないよう平準化する。
延長使用年数で更新する場合の更新需要の1年当たりの平均額を、
1年当たりの更新需要上限額として設定する。
構造物及び設備や配水支管以外の管路は重要度が高いことから、平
準化は配水支管（φ200mm未満）を用いて行う。

・

・

・

◆ 更新需要の平準化

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑨アセットマネジメント】

表　構造物及び設備の更新基準

表　更新基準別の更新需要の見通し

図　更新基準別の更新需要見通し
（上：上水道、下：簡易水道）

表　管路の更新基準
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⑨水道施設総合整備計画【アセットマネジメント（概要版）】

１．はじめに

高度経済成長期等に急速に整備された水道施設の老朽化が進行し、大
規模な更新時期を迎えつつある中、健全な事業経営を持続していくた
めには、長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたっ
て効率的かつ効果的に水道施設を管理運営していくことが必要不可欠
である。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1つとして策定する
「アセットマネジメント」は、水道施設の再編や適切な維持・修繕による
長寿命化を前提とした更新計画を進めるにあたり、中長期的な視点に
立った更新需要予測と財政収支見通しを作成し、計画に沿った施設の
更新及び資金確保が可能であるか検証するものである。

・

・

◆ アセットマネジメントの目的

２．資産の現状把握（H29年度末現在）

３．更新需要の見通し

上水道の構造物及び設備の再投資額は約525億円、簡
易水道の構造物及び設備等の再投資額は約20億円であ
る。（現在価格換算）
上水道の構造物及び設備等の取得年度では、平成9年
度に平浄水場の拡張工事を実施しており、土木、電気、
機械の投資額が大きくなっている。
簡易水道の構造物及び設備等の取得年度では、平成10
年度に遠野簡易水道統合事業が完成しており、平成9
年度に投資額が大きくなっている。

・

・

・

◆ 構造物及び設備について

上水道の管路総延長は2,186km、簡易水道の管路の総
延長は69kmである。
上水道の布設年度別管路延長は、昭和40年代後半から
平成10年代後半にかけて多くの管路を布設しているこ
とが確認でき、昭和60年度に布設延長が最長となって
いる。管種は昭和40年度から平成10年度頃には硬質塩
化ビニル管とダクタイル鋳鉄管が主流であったものの、
現在ではポリエチレン管とダクタイル耐震管が主流と
なっている。
簡易水道の布設年度別管路延長をみると、平成6年度
に布設延長が最長となっていることが確認できる。平
成10年度以前は硬質塩化ビニル管とダクタイル鋳鉄管
が主流であったものの、現在ではポリエチレン管とダ
クタイル耐震管が主流となっている。
現在の管路資産額として、管路を全て更新した場合に
必要となる費用を算定した場合、上水道の更新費用の
総額は2,930億円、簡易水道の総額は67億円となる。

・

・

・

・

◆ 管路について

本検討では、50年程度先までの見通しを把握することとし、アセットマネジメントの検討期間は令和2年度(2020
年度)から令和54年度(2072年度)までとする。

・
◆ アセットマネジメントの検討期間

水道施設の更新基準として地方公営企業法上の耐用年数があるが、これは会計上の減価償却費算出のための年数で
あり、実際に使用可能な年数としての基準ではなく、法定耐用年数で更新を実施している事業体は少ない。そこで、
施設を法定耐用年数よりも長期間使用することを前提とし、これまでの使用実績等を踏まえた標準的に使用できる
年数（標準使用年数）を設定する。
さらに、長寿命化計画により適切な維持・修繕を推進すれば、施設や設備は標準使用年数よりも長い期間にわたっ
て健全な状態で運用することができると考えられる。このため、施設の重要度等に応じて延長使用年数を設定する。
構造物及び設備の延長使用年数は、標準使用年数の1.2倍と設定する。
管路の延長使用年数は、基幹管路（導水管・送水管・配水本管・重要給水施設管路）は標準使用年数とし、配水支管（φ
200mm以上）は標準使用年数の1.2倍、配水支管（φ200mm未満）は標準使用年数の1.5倍と設定する。

・

・

・
・

◆ 更新基準の設定

図　水道施設総合整備計画の体系図

図　管路の布設年度別延長（上：上水道、下：簡易水道）

図　構造物及び設備の取得年度（上：上水道、下：簡易水道）
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水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画
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更新需要が周辺の年度と比較して多い年度の事業を前後に振り分け
ることにより、年度間で更新需要に大きな差が出ないよう平準化する。
延長使用年数で更新する場合の更新需要の1年当たりの平均額を、
1年当たりの更新需要上限額として設定する。
構造物及び設備や配水支管以外の管路は重要度が高いことから、平
準化は配水支管（φ200mm未満）を用いて行う。

・

・

・

◆ 更新需要の平準化

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑨アセットマネジメント】

表　構造物及び設備の更新基準

表　更新基準別の更新需要の見通し

図　更新基準別の更新需要見通し
（上：上水道、下：簡易水道）

表　管路の更新基準
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４．水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要

水道施設総合整備計画にて策定した年次計画を基に事業を運営した場合に、水道施設面と財政面双方から持続的な水
道事業経営が可能かどうかを検討するため、水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要について整理する。
将来の更新需要は、各種計画を反映した値とし、各事業における委託費を含む計画額を基に税込価格で整理する。

・

・

◆ 更新需要について

５．財政収支の見通し

財政シミュレーションにより、収益的収支及び資本的収支について将来を見通し、財政的な健全性を確保できるか検
討する。
財政シミュレーションでは、各条件を設定後に、料金改定（供給単価の改定率）と資金計画（企業債などの財源）を設定
し、将来の財政状況を試算する。
各科目の費用は、その条件の設定において見通しが不明瞭な事項が多い中での検討となるため、明確でない煩雑な条
件設定は極力避けて設定する。
物価上昇や給与改定に影響を受けるものは、物価上昇率及び人件費上昇率を考慮して算出する。

・

・

・

・

◆ 財政シミュレーションについて

平準化後の更新需要として、約56億円/年を設定する。
修繕費は、過去5年間の平均値とする。
耐震化対策などの新規事業費として、令和3年度は8億円/年、令和4年度から令和18年度までは13億円/年（年間　
15億円の執行率85％程度）を見込む。
料金改定初年度は令和9年度とし、損益赤字又は資金不足に陥らないように設定する。
企業債は、償還期間40年、据置期間なし、元利均等償還、借入利率は0.5％とする。
検討の結果、令和9年度以降、定期的な料金改定を行う必要があり、令和54年度の供給単価は現況の222.36円/㎥か
ら79.1％増の398.18円/㎥となる。

・
・
・

・
・
・

◆ 標準使用年数（ケースC）における財政シミュレーション

平準化後の更新需要として、約40億円/年を設定する。
修繕費は、長寿命化対策による施設の老朽化等を見据え、現在値から0.5％ /年増加すると設定。ただし、1年当たり
10億円を上限とする。
耐震化対策などの新規事業費として、令和3年度は8億円/年、令和4年度から令和18年度までは13億円/年（年間　
15億円の執行率85％程度）を見込む。
料金改定初年度は令和9年度とし、損益赤字又は資金不足に陥らないように設定する。
企業債は、償還期間40年、据置期間なし、元利均等償還、借入利率は0.5％とする。
検討の結果、令和9年度以降、定期的な料金改定を行う必要があり、令和54年度の供給単価は現況の222.36円/㎥か
ら47.6％増の328.10円/㎥となる。

・
・

・

・
・
・

◆ 延長使用年数（ケース3）における財政シミュレーション

表　反映する計画及び事業と更新費用
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資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑨アセットマネジメント】

図　ケースCの財政シミュレーション結果
（上水道）

図　ケース3の財政シミュレーション結果
（上水道）

表　ケースαの財政シミュレーション結果（上水道）

図　ケースαの財政シミュレーション結果
（上水道）

工事請負費として、「4.水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要」に示した更新需要に、執行率（85％）を考
慮し、決算ベースに換算した値を採用する。
修繕費は、長寿命化対策による施設の老朽化等を見据え、現在値から0.5%/年増加すると設定。ただし、1年当たり
10億円を上限とする。
料金改定初年度は令和9年度とし、損益赤字又は資金不足に陥らないように設定する。
企業債は、償還期間40年、据置期間なし、元利均等償還、借入利率は1.0％とする。また、充当率は最大で40％、企業
債残高は400億円以内、企業債残高対給水収益比率は450％以内とする。
検討の結果、令和9年度以降、定期的な料金改定を行う必要があり、令和54年度の供給単価は現況の222.36円/㎥か
ら57.5％増の350.28円/㎥となる。
水道施設の再編や適切な修繕・維持による長寿命化を前提とした更新を行うことにより、需要者への負担を軽減する
ことが可能となるが、将来的には事業環境が圧迫することから、将来の事業環境を見据え、適当な時期に将来の料金
体系について検討を進めていくことが重要となる。

・

・

・
・

・

・

◆ 水道施設総合整備計画を反映した場合（ケースα）の財政シミュレーション

税
込
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４．水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要

水道施設総合整備計画にて策定した年次計画を基に事業を運営した場合に、水道施設面と財政面双方から持続的な水
道事業経営が可能かどうかを検討するため、水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要について整理する。
将来の更新需要は、各種計画を反映した値とし、各事業における委託費を含む計画額を基に税込価格で整理する。

・

・

◆ 更新需要について

５．財政収支の見通し

財政シミュレーションにより、収益的収支及び資本的収支について将来を見通し、財政的な健全性を確保できるか検
討する。
財政シミュレーションでは、各条件を設定後に、料金改定（供給単価の改定率）と資金計画（企業債などの財源）を設定
し、将来の財政状況を試算する。
各科目の費用は、その条件の設定において見通しが不明瞭な事項が多い中での検討となるため、明確でない煩雑な条
件設定は極力避けて設定する。
物価上昇や給与改定に影響を受けるものは、物価上昇率及び人件費上昇率を考慮して算出する。

・

・

・

・

◆ 財政シミュレーションについて

平準化後の更新需要として、約56億円/年を設定する。
修繕費は、過去5年間の平均値とする。
耐震化対策などの新規事業費として、令和3年度は8億円/年、令和4年度から令和18年度までは13億円/年（年間　
15億円の執行率85％程度）を見込む。
料金改定初年度は令和9年度とし、損益赤字又は資金不足に陥らないように設定する。
企業債は、償還期間40年、据置期間なし、元利均等償還、借入利率は0.5％とする。
検討の結果、令和9年度以降、定期的な料金改定を行う必要があり、令和54年度の供給単価は現況の222.36円/㎥か
ら79.1％増の398.18円/㎥となる。

・
・
・

・
・
・

◆ 標準使用年数（ケースC）における財政シミュレーション

平準化後の更新需要として、約40億円/年を設定する。
修繕費は、長寿命化対策による施設の老朽化等を見据え、現在値から0.5％ /年増加すると設定。ただし、1年当たり
10億円を上限とする。
耐震化対策などの新規事業費として、令和3年度は8億円/年、令和4年度から令和18年度までは13億円/年（年間　
15億円の執行率85％程度）を見込む。
料金改定初年度は令和9年度とし、損益赤字又は資金不足に陥らないように設定する。
企業債は、償還期間40年、据置期間なし、元利均等償還、借入利率は0.5％とする。
検討の結果、令和9年度以降、定期的な料金改定を行う必要があり、令和54年度の供給単価は現況の222.36円/㎥か
ら47.6％増の328.10円/㎥となる。

・
・

・

・
・
・

◆ 延長使用年数（ケース3）における財政シミュレーション

表　反映する計画及び事業と更新費用
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図　ケースCの財政シミュレーション結果
（上水道）

図　ケース3の財政シミュレーション結果
（上水道）

表　ケースαの財政シミュレーション結果（上水道）

図　ケースαの財政シミュレーション結果
（上水道）

工事請負費として、「4.水道施設総合整備計画を反映した場合の更新需要」に示した更新需要に、執行率（85％）を考
慮し、決算ベースに換算した値を採用する。
修繕費は、長寿命化対策による施設の老朽化等を見据え、現在値から0.5%/年増加すると設定。ただし、1年当たり
10億円を上限とする。
料金改定初年度は令和9年度とし、損益赤字又は資金不足に陥らないように設定する。
企業債は、償還期間40年、据置期間なし、元利均等償還、借入利率は1.0％とする。また、充当率は最大で40％、企業
債残高は400億円以内、企業債残高対給水収益比率は450％以内とする。
検討の結果、令和9年度以降、定期的な料金改定を行う必要があり、令和54年度の供給単価は現況の222.36円/㎥か
ら57.5％増の350.28円/㎥となる。
水道施設の再編や適切な修繕・維持による長寿命化を前提とした更新を行うことにより、需要者への負担を軽減する
ことが可能となるが、将来的には事業環境が圧迫することから、将来の事業環境を見据え、適当な時期に将来の料金
体系について検討を進めていくことが重要となる。

・

・

・
・

・

・

◆ 水道施設総合整備計画を反映した場合（ケースα）の財政シミュレーション
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